
一
頁

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

新
旧
対
照
条
文

○
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
の
実
施
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
（
第
四
条
―
第
九
条
）

第
二
章

疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
（
第
四
条
―
第
九
条
）

第
三
章

報
告
徴
収
等
及
び
意
見
陳
述
（
第
十
条
―
第
十
三
条
）

第
三
章

報
告
徴
収
等
及
び
意
見
陳
述
（
第
十
条
―
第
十
三
条
）

第
四
章

国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
等
（
第
十
四
条
）

第
四
章

国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
等
（
第
十
四
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
十
五
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
十
五
条
）

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年

法
律
第
二
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
に
関
し
、
適
正

法
律
第
二
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
に
関
し
、
適
正

か
つ
効
果
的
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

か
つ
効
果
的
な
実
施
を
図
る
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

特
定
事
業
者

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者
を
い
う
。

一

特
定
事
業
者

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
者
を
い
う
。

二

外
国
の
機
関

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
の
機
関
を
い
う
。

二

外
国
の
機
関

法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
外
国
の
機
関
を
い
う
。

三

疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
疑
わ
し
い
取

三

疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報

法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
疑
わ
し
い
取

引
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。

引
に
関
す
る
情
報
を
い
う
。

四

外
国
の
機
関
の
職
務

法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
務
を
い
う
。

四

外
国
の
機
関
の
職
務

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
務
を
い
う
。

五

意
見
陳
述

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
を
い
う
。

五

意
見
陳
述

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
陳
述
を
い
う
。



二
頁

六

報
告
徴
収

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
資
料
の
提
出
の
求
め

六

報
告
徴
収

法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
資
料
の
提
出
の
求
め

を
い
う
。

を
い
う
。

七

立
入
検
査

法
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
い
う
。

七

立
入
検
査

法
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
い
う
。

（
事
務
の
実
施
の
基
本
）

（
事
務
の
実
施
の
基
本
）

第
三
条

法
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
に
従
事
す
る
警
察
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単

第
三
条

法
の
規
定
に
基
づ
く
事
務
に
従
事
す
る
警
察
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単

に
「
警
察
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
を
取
り
扱
う

に
「
警
察
職
員
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
情
報
を
取
り
扱
う

に
当
た
っ
て
は
、
特
定
事
業
者
、
顧
客
そ
の
他
関
係
者
の
名
誉
又
は
信
用
を
害
す
る
こ

に
当
た
っ
て
は
、
特
定
事
業
者
、
顧
客
そ
の
他
関
係
者
の
名
誉
又
は
信
用
を
害
す
る
こ

と
の
な
い
よ
う
注
意
す
る
と
と
も
に
、
当
該
情
報
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は

と
の
な
い
よ
う
注
意
す
る
と
と
も
に
、
当
該
情
報
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は

不
当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

不
当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

警
察
職
員
は
、
法
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
権
限
の
行
使
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
事
業
者

２

警
察
職
員
は
、
法
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
権
限
の
行
使
に
当
た
っ
て
は
、
特
定
事
業
者

に
対
し
て
無
用
な
負
担
を
課
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
対
し
て
無
用
な
負
担
を
課
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い

第
二
章

疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い

（
通
知
の
受
理
）

（
通
知
の
受
理
）

第
四
条

警
察
庁
刑
事
局
組
織
犯
罪
対
策
部
犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
（
以
下
「
犯
罪

第
四
条

警
察
庁
刑
事
局
組
織
犯
罪
対
策
部
犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
（
以
下
「
犯
罪

収
益
移
転
防
止
管
理
官
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（

収
益
移
転
防
止
管
理
官
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
（

以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
単
に
「
通
知
」
と
い
う

以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
単
に
「
通
知
」
と
い
う

。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
記
録
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該
通
知

。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
通
知
に
係
る
記
録
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
当
該
通
知

を
行
っ
た
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
受
理
書
を
交
付
し
な
け
れ

を
行
っ
た
者
に
対
し
、
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
り
作
成
し
た
受
理
書
を
交
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

（
保
管
等
）

（
保
管
等
）

第
五
条

犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
は
、
電
子
計
算
機
を
用
い
た
検
索
が
で
き
る
よ
う

第
五
条

犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
は
、
電
子
計
算
機
を
用
い
た
検
索
が
で
き
る
よ
う

に
、
通
知
又
は
外
国
の
機
関
か
ら
の
提
供
が
あ
っ
た
情
報
（
次
項
に
お
い
て
「
通
知
等

に
、
通
知
又
は
外
国
の
機
関
か
ら
の
提
供
が
あ
っ
た
情
報
（
次
項
に
お
い
て
「
通
知
等

に
係
る
情
報
」
と
い
う
。
）
の
整
理
及
び
保
管
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
係
る
情
報
」
と
い
う
。
）
の
整
理
及
び
保
管
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



三
頁

２

犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
は
、
通
知
等
に
係
る
情
報
相
互
の
関
連
性
及
び
組
織
犯

２

犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
は
、
通
知
等
に
係
る
情
報
相
互
の
関
連
性
及
び
組
織
犯

罪
に
関
連
す
る
情
報
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
通
知
等
に
係
る
情
報
の
分
析
を
行
わ
な

罪
に
関
連
す
る
情
報
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
通
知
等
に
係
る
情
報
の
分
析
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
は
、
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
保
管
に
当
た
っ

３

犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
は
、
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
保
管
に
当
た
っ

て
は
、
当
該
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
き
損
の
防
止
を
図
る
た
め
必
要
か
つ
適
切
な

て
は
、
当
該
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
き
損
の
防
止
を
図
る
た
め
必
要
か
つ
適
切
な

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
捜
査
機
関
等
へ
の
情
報
提
供
等
）

（
捜
査
機
関
等
へ
の
情
報
提
供
等
）

第
六
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
提
供
は

第
六
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
提
供
は

、
取
引
の
相
手
方
及
び
態
様
、
特
定
事
業
者
が
届
出
を
行
う
理
由
そ
の
他
の
疑
わ
し
い

、
取
引
の
相
手
方
及
び
態
様
、
特
定
事
業
者
が
届
出
を
行
う
理
由
そ
の
他
の
疑
わ
し
い

取
引
に
関
す
る
情
報
に
係
る
事
項
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
検
察
官
、
検
察
事
務
官
若
し

取
引
に
関
す
る
情
報
に
係
る
事
項
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
検
察
官
、
検
察
事
務
官
若
し

く
は
司
法
警
察
職
員
又
は
税
関
職
員
若
し
く
は
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
の
職
員
（
以

く
は
司
法
警
察
職
員
又
は
税
関
職
員
若
し
く
は
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
の
職
員
（
以

下
「
検
察
官
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
罪
に
係
る
刑
事
事
件
の
捜
査

下
「
検
察
官
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
同
項
に
規
定
す
る
罪
に
係
る
刑
事
事
件
の
捜
査

又
は
犯
則
事
件
の
調
査
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
行
う
も
の
と
す
る
。

又
は
犯
則
事
件
の
調
査
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
等
（
警
察
官
を
除
く
。
）
へ
の
提
供
は
、
当
該
提

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
等
（
警
察
官
を
除
く
。
）
へ
の
提
供
は
、
当
該
提

供
の
相
手
方
と
協
議
し
て
定
め
た
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

供
の
相
手
方
と
協
議
し
て
定
め
た
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
官
へ
の
提
供
は
、
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
警
察
官
へ
の
提
供
は
、
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報

を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
文
書
又
は
電
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も

を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
文
書
又
は
電
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

４

犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
は
、
第
一
項
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
提
供
に
係

４

犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
は
、
第
一
項
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
提
供
に
係

る
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
写
し
の
送
付
）

（
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
謄
写
又
は
そ
の
写
し
の
送
付
）

第
七
条

犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
疑
わ
し

第
七
条

犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
は
、
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
疑
わ
し

い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
記
録
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
求

い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
記
録
の
閲
覧
又
は
謄
写
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
求

め
を
行
っ
た
検
察
官
等
か
ら
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
り
作
成
し
た
請
求
書
を
徴
し
、
当

め
を
行
っ
た
検
察
官
等
か
ら
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
り
作
成
し
た
請
求
書
を
徴
し
、
当
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該
記
録
の
閲
覧
又
は
謄
写
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
閲
覧
又
は
謄
写
に
係
る
記
録
を
作
成

該
記
録
の
閲
覧
又
は
謄
写
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
閲
覧
又
は
謄
写
に
係
る
記
録
を
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
疑
わ
し
い
取

２

犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
は
、
法
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
疑
わ
し
い
取

引
に
関
す
る
情
報
の
記
録
の
写
し
の
送
付
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
求
め
を
行

引
に
関
す
る
情
報
の
記
録
の
写
し
の
送
付
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
求
め
を
行

っ
た
検
察
官
等
か
ら
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
り
作
成
し
た
請
求
書
を
徴
し
、
当
該
記
録

っ
た
検
察
官
等
か
ら
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
り
作
成
し
た
請
求
書
を
徴
し
、
当
該
記
録

の
写
し
の
送
付
に
当
た
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
文
書
を
添
付
し

の
写
し
の
送
付
に
当
た
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
り
作
成
し
た
文
書
を
添
付
し

て
行
う
と
と
も
に
、
当
該
写
し
の
送
付
に
係
る
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
行
う
と
と
も
に
、
当
該
写
し
の
送
付
に
係
る
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
の
機
関
へ
の
提
供
）

（
外
国
の
機
関
へ
の
提
供
）

第
八
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
提
供
は

第
八
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
提
供
は

、
取
引
の
相
手
方
及
び
態
様
、
特
定
事
業
者
が
届
出
を
行
う
理
由
そ
の
他
の
疑
わ
し
い

、
取
引
の
相
手
方
及
び
態
様
、
特
定
事
業
者
が
届
出
を
行
う
理
由
そ
の
他
の
疑
わ
し
い

取
引
に
関
す
る
情
報
に
係
る
事
項
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
外
国
の
機
関
の
職
務
の
遂
行

取
引
に
関
す
る
情
報
に
係
る
事
項
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
外
国
の
機
関
の
職
務
の
遂
行

に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
行
う
も
の
と
す
る
。

に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２

第
六
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

第
六
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
提
供
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
抹
消
）

（
抹
消
）

第
九
条

犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
は
、
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
刑
事
事
件

第
九
条

犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
は
、
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
刑
事
事
件

の
捜
査
及
び
犯
則
事
件
の
調
査
へ
の
活
用
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
警
察
庁

の
捜
査
及
び
犯
則
事
件
の
調
査
へ
の
活
用
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
警
察
庁

長
官
（
以
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
疑
わ
し
い
取
引
に
関

長
官
（
以
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
疑
わ
し
い
取
引
に
関

す
る
情
報
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
情
報
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

報
告
徴
収
等
及
び
意
見
陳
述

第
三
章

報
告
徴
収
等
及
び
意
見
陳
述

（
行
政
庁
と
の
連
携
）

（
行
政
庁
と
の
連
携
）

第
十
条

国
家
公
安
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
並
び
に
警
視
総
監
及
び
道

第
十
条

国
家
公
安
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
並
び
に
警
視
総
監
及
び
道

府
県
警
察
本
部
長
は
、
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
権
限
の
行
使
に
当
た
っ
て
は
、
意
見

府
県
警
察
本
部
長
は
、
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
権
限
の
行
使
に
当
た
っ
て
は
、
意
見

陳
述
が
行
政
庁
（
法
第
二
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
行
政
庁
を
い

陳
述
が
行
政
庁
（
法
第
二
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
行
政
庁
を
い
う



五
頁

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
特
定
事
業
者
の
監
督
を
補
完
す
る
こ
と

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
特
定
事
業
者
の
監
督
を
補
完
す
る
こ
と
を

を
旨
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
監
督
す
る
行
政
庁
と
緊
密
な
連
携
を
図
る

旨
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
監
督
す
る
行
政
庁
と
緊
密
な
連
携
を
図
る
よ

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
徴
収
の
方
法
等
）

（
報
告
徴
収
の
方
法
等
）

第
十
一
条

報
告
徴
収
は
、
別
記
様
式
第
五
号
の
報
告
徴
収
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

第
十
一
条

報
告
徴
収
は
、
別
記
様
式
第
五
号
の
報
告
徴
収
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

。

。

２

法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
単
に
「
調
査
」
と
い
う
。
）
を
書

２

法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
（
以
下
単
に
「
調
査
」
と
い
う
。
）
を
書

面
に
よ
り
行
う
と
き
は
、
別
記
様
式
第
六
号
の
照
会
書
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

面
に
よ
り
行
う
と
き
は
、
別
記
様
式
第
六
号
の
照
会
書
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

３

立
入
検
査
は
、
報
告
徴
収
及
び
調
査
に
よ
る
方
法
の
み
で
は
意
見
陳
述
の
た
め
必
要

３

立
入
検
査
は
、
報
告
徴
収
及
び
調
査
に
よ
る
方
法
の
み
で
は
意
見
陳
述
の
た
め
必
要

な
資
料
を
的
確
に
入
手
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
。

な
資
料
を
的
確
に
入
手
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
限
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４

法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
警
察
の
警
視
総
監
又
は
道
府
県
警
察
本

４

法
第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
警
察
の
警
視
総
監
又
は
道
府
県
警
察
本

部
長
は
、
調
査
又
は
立
入
検
査
に
よ
り
資
料
を
入
手
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該

部
長
は
、
調
査
又
は
立
入
検
査
に
よ
り
資
料
を
入
手
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該

資
料
を
犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

資
料
を
犯
罪
収
益
移
転
防
止
管
理
官
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
行
政
庁
に
対
す
る
通
知
）

（
行
政
庁
に
対
す
る
通
知
）

第
十
二
条

法
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
七
号
の
立
入
検

第
十
二
条

法
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
記
様
式
第
七
号
の
立
入
検

査
承
認
予
定
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

査
承
認
予
定
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
意
見
陳
述
等
）

（
意
見
陳
述
等
）

第
十
三
条

意
見
陳
述
は
、
別
記
様
式
第
八
号
の
意
見
陳
述
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

第
十
三
条

意
見
陳
述
は
、
別
記
様
式
第
八
号
の
意
見
陳
述
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

。

。

２

委
員
会
は
、
報
告
徴
収
、
調
査
及
び
立
入
検
査
（
以
下
「
報
告
徴
収
等
」
と
い
う
。

２

委
員
会
は
、
報
告
徴
収
、
調
査
及
び
立
入
検
査
（
以
下
「
報
告
徴
収
等
」
と
い
う
。

）
の
結
果
、
意
見
陳
述
に
代
え
て
法
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
、
助
言
又
は
勧
告

）
の
結
果
、
意
見
陳
述
に
代
え
て
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
、
助
言
又
は
勧
告

を
す
る
よ
う
行
政
庁
に
要
請
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
の

を
す
る
よ
う
行
政
庁
に
要
請
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
旨
の

意
見
を
付
し
て
文
書
で
要
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。

意
見
を
付
し
て
文
書
で
要
請
を
行
う
も
の
と
す
る
。



六
頁

第
四
章

国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
等

第
四
章

国
家
公
安
委
員
会
へ
の
報
告
等

第
十
四
条

長
官
は
、
委
員
会
に
対
し
、
少
な
く
と
も
毎
年
一
回
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

第
十
四
条

長
官
は
、
委
員
会
に
対
し
、
少
な
く
と
も
毎
年
一
回
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

通
知
並
び
に
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
保
管
、
提
供
、
記
録
の
閲
覧
及
び

一

通
知
並
び
に
疑
わ
し
い
取
引
に
関
す
る
情
報
の
保
管
、
提
供
、
記
録
の
閲
覧
及
び

謄
写
並
び
に
そ
の
写
し
の
送
付
並
び
に
抹
消
の
状
況

謄
写
並
び
に
そ
の
写
し
の
送
付
並
び
に
抹
消
の
状
況

二

報
告
徴
収
等
の
実
施
状
況

二

報
告
徴
収
等
の
実
施
状
況

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
の
施
行
に
係
る
状
況

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
の
施
行
に
係
る
状
況

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
長
官
は
、
委
員
会
か
ら
、
法
の
施
行
に
関
す
る

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
長
官
は
、
委
員
会
か
ら
、
法
の
施
行
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
事
項
を
報
告
し
な
け

事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
事
項
を
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
の
施
行
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

３

委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
の
施
行
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

雑
則

第
五
章

雑
則

（
訓
令
へ
の
委
任
）

（
訓
令
へ
の
委
任
）

第
十
五
条

こ
の
規
則
の
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項
は
、
長
官
が
定
め
る
。

第
十
五
条

こ
の
規
則
の
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項
は
、
長
官
が
定
め
る
。






















